令和８年度福井県ワクワクチャレンジプランコンテスト伴走支援委託業務　仕様書

１　目的
本業務は、福井県ワクワクチャレンジプランコンテスト２０２６（以下「コンテスト」という。）に応募を検討している者および応募者のプランについて、事業内容の整理、実現可能性の向上、実行体制の構築、資金調達に関する助言、人材のコーディネート、広報・発信面の助言等を通じて、プランの内容および完成度の向上を図り、コンテストにおける採択およびその後の円滑な実行につなげることを目的とする。
２　委託業務
　　　　　本業務における支援については、支援対象者の状況に応じて柔軟に対応することとし、相談回数については、原則として上限を設けず、伴走的な支援を行うものとする。伴走支援に係る業務については、募集、申込み、連絡調整、打合せ場所（オンラインも含む）の確保を含む準備段階から、支援実施完了まで当該支援に必要となる一切の業務を、受託者が一貫して実施するものとする。
（1） プラン構築支援業務（応募前）
応募前において、応募を検討している者を対象に、当該プランの概要を把握した上で、不足している要素や課題の整理、実現可能性の向上に向けた助言を行い、プラン内容のブラッシュアップを図ること。あわせて、応募分野に応じた知見・経験を有する福井県内の専門人材等と連携し、事業内容の具体化を支援するとともに、コンテスト通過を見据えた応募書類の作成およびプランの表現方法等について、相談支援を行うこと。
なお、当該支援については、すべての応募プランを対象として一次審査前に実施するものとし、昨年度の応募団体数（４８団体）程度を想定し、円滑に対応できる体制を構築すること。
また、応募を検討している者に対し、本支援の内容が十分に認知・周知され
るよう、県と協力しながら周知に努めること。
（2） 応募者対象講座の開催（応募前）
応募者（応募を検討する者を含む）を対象として、ワクワクチャレンジプラ
ンコンテストへの応募およびプラン検討の初期段階を支援することを目的とした講座を開催すること。 当該講座においては、プランづくりの考え方や整理方法、応募に向けた視点等について説明するとともに、参加者が自身のプランを具体化させるための機会を提供するものとする。  
なお、講座は最低１回以上開催することとし、１回目の開催は６月２０日（土）２１日（日）のどちらかとする。参加者数については１回あたり２０人以上を目安として、応募を検討している者との接点創出および応募促進につながるよう実施すること。開催までの講座の周知広報、当日の受付および運営に関しても業務に含む。
（３）一次審査通過後支援業務（採択に向けたプレゼンテーション支援）
　　　　　一次審査を通過した者に対し、公開プレゼンテーションに向けて、審査を想定
したプラン構成の整理、プレゼンテーション資料の作成支援および表現面の助言を行い、事業の魅力や実現性が的確に伝わるよう、プラン内容および構成の充実を図ること。
（3） プラン実行支援業務(コンテスト開催後)
コンテスト終了後において、採択・不採択を問わず、希望者を対象に、応募
前に提示した取組内容および成果の達成に向けて、当該プランが持続的に実行されるようアドバイスを実施し、必要に応じて支援人材をコーディネートし、支援を行うこと。
・プランの実現可能性を高めるための、事業計画の実行に関する助言および支援
・事業が自走できるよう、資金調達に関する助言を含む資金計画立案の支援
・地域において事業運営が円滑に進むために必要な関係者等の紹介および連携支援
・効果的な情報発信に関する助言および支援
・その他、プランの継続的な実行に必要な支援については、県と協議の上、実施するものとする
　　　（５）その他（アドバイザーとしての協力）
県がワクワクチャレンジプランコンテストに付随するイベント（説明会、交
流会、報告会等）を実施する場合には、可能な限りアドバイザーとして参
加・協力すること。参加の形態（登壇、助言、個別相談等）については、イ
ベントの内容に応じて県と協議のうえ対応すること
（４）委託業務終了後の事業報告書の提出
業務終了後直ちに、福井県未来創造部県民協働課に相談回数、相談団体数および団体名、伴奏支援内容全件を記載した任意の様式の事業報告書を提出すること。
３　業務終了日　令和９年３月３１日
４　留意事項
（１）受託者は、本仕様書に基づき、県と協議のうえ、その承認を得て進めていくこと。
（２）業務の遂行状況においては、随時報告を行うこと。
（３）業務を遂行する上で必要な許可、資料等は、受託者において手配するものとし、当該手続きに発生する費用は、契約金額に含むものとする。
（４）委託業務期間はもとより、委託業務期間終了後も、当該業務で知り得た機密、個人情報等の取り扱いについて厳守すること。
（５）この仕様書に定めのない事項については、受託業者と県が必要に応じて協議するものとする。　　　　　

